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（令和３年）



第４章　人口動態

1  人口動態統計

（１）年次別人口動態実数及び率（人口千対） 

年 実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 実数 率 １０月１日

60 3,965 12.1 1,757 5.4 2,208 6.7 22 5.5 16 4.0 165 40.0 2,034 6.2 404 1.2 327,702

61 3,995 12.0 1,831 5.5 2,164 6.5 16 4.0 9 2.3 134 32.5 1,916 5.7 402 1.2 333,222

62 3,759 11.1 1,797 5.3 1,962 5.8 23 6.1 18 4.8 97 25.2 1,956 5.8 406 1.2 339,809

63 3,778 11.0 1,880 5.4 1,898 5.5 16 4.2 8 2.1 103 26.5 1,937 5.6 411 1.2 344,970

元 3,587 10.3 1,828 5.2 1,759 5.0 17 4.7 11 3.1 131 35.2 2,023 5.8 423 1.2 348,835

2 3,399 9.7 1,942 5.6 1,457 4.2 9 2.6 5 1.5 123 34.9 2,065 5.9 399 1.1 349,349

3 3,438 9.8 2,006 5.7 1,432 4.1 13 3.8 8 2.3 107 30.2 2,162 6.1 429 1.2 351,985

4 3,496 9.9 2,111 6.0 1,385 3.9 19 5.4 8 2.3 101 28.1 2,120 6.0 504 1.4 353,726

5 3,437 9.7 2,129 6.0 1,308 3.7 16 4.7 5 1.5 109 30.7 2,261 6.4 478 1.3 355,869

6 3,493 9.8 2,179 6.1 1,314 3.7 16 4.6 11 3.1 91 25.4 2,236 6.3 529 1.5 357,728

7 3,373 9.4 2,250 6.3 1,123 3.1 11 3.3 6 1.8 75 21.8 2,396 6.7 609 1.7 359,218

8 3,534 9.8 2,074 5.7 1,460 4.0 14 4.0 6 1.7 69 19.2 2,244 6.2 567 1.6 361,924

9 3,472 9.6 2,285 6.3 1,187 3.3 10 2.9 6 1.7 88 24.7 2,192 6.0 599 1.7 362,812

10 3,470 9.5 2,325 6.4 1,145 3.1 14 4.0 7 2.0 86 24.2 2,143 5.9 634 1.7 363,768

11 3,292 9.0 2,338 6.4 954 2.6 6 1.8 2 0.6 82 24.3 2,066 5.7 697 1.9 365,383

12 3,443 9.4 2,351 6.4 1,092 3.0 11 3.2 8 2.3 85 24.1 2,101 5.7 776 2.1 366,185

13 3,324 9.1 2,388 6.5 936 2.6 12 3.6 9 2.7 82 24.1 2,067 5.7 796 2.2 365,630

14 3,159 8.7 2,444 6.7 715 2.0 10 3.2 5 1.6 102 31.3 2,002 5.5 826 2.3 365,016

15 3,074 8.4 2,460 6.7 614 1.7 13 4.2 8 2.6 100 31.5 1,944 5.3 772 2.1 365,075

16 2,897 8.0 2,601 7.2 296 0.8 12 4.1 6 2.1 100 33.4 1,773 4.9 751 2.1 363,220

17 2,934 8.0 2,826 7.7 108 0.3 13 4.4 4 1.4 86 28.5 1,811 4.9 660 1.8 367,587

18 2,845 7.7 2,854 7.7 -9 0.0 6 2.1 3 1.1 81 27.7 1,807 4.9 683 1.9 368,989

19 2,875 7.8 2,913 7.9 -38 -0.1 6 2.1 4 1.4 76 25.8 1,803 4.9 679 1.8 367,581

20 2,727 7.4 3,033 8.3 -306 -0.8 6 2.2 1 0.4 82 29.2 1,800 4.9 636 1.7 366,340

21 2,773 7.6 2,992 8.2 -219 -0.6 8 2.9 3 1.1 57 20.1 1,816 5.0 670 1.8 365,470

22 2,858 7.8 3,124 8.5 -266 -0.7 5 1.7 2 0.7 54 18.5 1,773 4.8 662 1.8 366,591

23 2,691 7.4 3,325 9.1 -634 -1.7 2 0.7 1 0.4 75 27.1 1,666 4.6 604 1.7 365,929

24 2,669 7.3 3,395 9.3 -726 -2.0 7 2.6 2 0.7 54 19.8 1,639 4.5 656 1.8 364,498

25 2,632 7.2 3,341 9.2 -709 -2.0 2 0.8 1 0.4 59 21.9 1,658 4.6 563 1.5 363,296

26 2,523 7.0 3,431 9.5 -908 -2.5 10 4.0 6 2.4 44 17.1 1,641 4.5 553 1.5 362,226

27 2,549 7.1 3,409 9.4 -860 -2.4 5 2.0 3 1.2 57 21.9 1,512 4.2 603 1.7 360,793

28 2,448 6.8 3,628 10.1 -1,180 -3.3 6 2.5 4 1.6 46 18.4 1,493 4.2 515 1.4 358,786

29 2,301 6.4 3,662 10.3 -1,361 -3.9 4 1.7 2 0.9 52 21.9 1,399 3.9 514 1.4 356,992

30 2,324 6.6 3,773 10.7 -1,449 -4.1 5 2.2 2 0.9 41 17.3 1,420 4.0 520 1.5 355,622

元 2,160 6.1 3,692 10.5 -1,532 -4.3 2 0.9 1 0.5 48 21.7 1,372 3.9 515 1.5 352,543

元県 8,323 6.3 14,660 11.1 -6,337 -4.8 15 1.8 8 1.0 184 21.6 5,249 4.0 2,024 1.5 1,319,000

元国 865,239 7.0 1,381,093 11.2 -515,854 -4.2 1,654 1.9 755 0.9 19,454 22.0 599,007 4.8 208,496 1.7 123,731,000

※令和元年の奈良市基準人口は、奈良市総務課「奈良市の推計人口(10月1日)」の数値

※令和元年の国・県の基準人口は、国（総務省）が発表している推計人口（10月1日現在日本人人口）

※厚生労働省の調査票情報をもとに奈良市独自で集計。

乳児死亡
（再　　掲）

死産 婚姻 離婚 基準人口

　人口動態統計は、出生・死亡・死産・婚姻・離婚についての人口動態事象を常時把握するため、統計法に基づ
く基幹統計として、人口動態調査令により行っている。この調査は、戸籍法及び死産の届出に関する規程による
届出から人口動態調査票が作成され、保健所に送付される。保健所では、その内容を点検して県に提出する。調
査票は県を経由して厚生労働省に送付され、厚生労働省が月報・年報として結果の公表を行っている。

区分
出　　生 死　　亡

新生児死亡
（再　　掲）

自然増加
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（３） 出生

① 出産の施設・立会者別                   （平成 31 年・令和元年）

総 数
施    設    別 立 会 者 別

病 院 診療所 助産所 自 宅 その他 医 師 助産師 その他

2160 954 1,176 27 3 － 1,784 375 1

② 母の年齢（５歳階級）・子の体重               （平成 31 年・令和元年）

区 分 総数
15 歳
未満

15～
19 歳

20～
24 歳

25～
29 歳

30～
34 歳

35～
39 歳

40～
44 歳

45～
49 歳

50 歳
以上

不詳

1000g 未満 4 － － － － － 4 － － － －

1000～1499g 6 － － 1 － 2 3 － － － －

1500～1999g 24 － － 3 7 8 6 － － － －

2000～2499g 151 － 2 8 38 44 51 7 － 1 －

2500～2999g 853 － 5 51 184 332 232 46 3 － －

3000～3499g 872 － 7 52 210 337 220 45 1 － －

3500～3999g 228 － 4 19 49 82 57 17 － － －

4000～4499g 21 － － 3 4 6 7 1 － － －

4500g 以上 1 － － － 1 － － － － － －

不詳 － － － － － － － － － － －

計 2,160 － 18 137 493 811 580 116 4 1 －

③ 母の年齢（５歳階級）・出産順位               （平成 31 年・令和元年）

区 分 総数
15 歳
未満

15～
19 歳

20～
24 歳

25～
29 歳

30～
34 歳

35～
39 歳

40～
44 歳

45～
49 歳

50 歳
以上

不詳

１児 1,014 － 16 82 336 355 182 40 2 1 －

２児 785 － 2 47 120 327 248 39 2 － －

３児 289 － － 8 31 105 117 28 － － －

４児 56 － － － 4 20 25 7 － － －

５児 12 － － － 2 3 6 1 － － －

６児 2 － － － － － 1 1 － － －

７児 2 － － － － 1 1 － － － －

８児以上 － － － － － － － － － － －

計 2,160 － 18 137 493 811 580 116 4 1 －
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④ 子の体重・妊娠週数                    （平成 31 年・令和元年）

区 分 総数
1000g
未満

1000~
1499g

1500~
1999g

2000~
2499g

2500~
2999g

3000~
3499g

3500~
3999g

4000~
4499g

4500g
以上

不詳

20 週未満 － － － － － － － － － － －

20～23 週 3 3 － － － － － － － － －

24～27 週 － － － － － － － － － － －

28～31 週 9 1 3 5 － － － － － － －

32～35 週 36 － 2 13 17 4 － － － － －

36～39 週 1,393 － 1 6 129 656 507 86 8 － －

40 週以上 719 － － － 5 193 365 142 13 1 －

不詳 － － － － － － － － － － －

男 1,136 4 2 10 65 405 499 135 16 － －

女 1,024 － 4 14 86 448 373 93 5 1 －

計 2,160 4 6 24 151 853 872 228 21 1 －

⑤ 合計特殊出生率の推移

  合計特殊出生率とは、15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1 人の女性

が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均子ども数

区分 平 20 平 21 平 22 平 23 平 24 平 25 平 26 平 27 平 28 平 29 平 30 令元

奈良市 1.12 1.17 1.25 1.21 1.23 1.26 1.25 1.29 1.28 1.23 1.28 1.23

奈良県 1.22 1.23 1.29 1.27 1.32 1.31 1.27 1.38 1.36 1.33 1.37 1.31

全 国 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36

＊合計特殊出生率＝

（４） 死亡

① 性別・年齢階級別                      （平成 31 年・令和元年）

区

分

総

数

０
䦅
４
歳

５
䦅
９
歳

10
䦅
14
歳

15
䦅
19
歳

20
䦅
24
歳

25
䦅
29
歳

30
䦅
34
歳

35
䦅
39
歳

40
䦅
44
歳

45
䦅
49
歳

50
䦅
54
歳

55
䦅
59
歳

60
䦅
64
歳

65
䦅
69
歳

70
䦅
74
歳

75
䦅
79
歳

80
䦅
84
歳

85
䦅
89
歳

90
䦅
94
歳

95
䦅
99
歳

100
歳
以
上

不
詳

総数 3,692 2 3 2 5 7 5 8 11 17 40 48 78 78 171 295 507 542 804 666 325 77 1

男 1,917 1 1 2 2 5 3 4 8 8 21 32 50 49 113 199 302 350 414 269 74 9 1

女 1,775 1 2 － 3 2 2 4 3 9 19 16 28 29 58 96 205 192 390 397 251 68 －

15～19 歳の母の出生数       45～49 歳の母の出生数
―――――――――――×5＋・・・＋―――――――――――×5
15～19 歳の女性の人口       45～49 歳の女性の人口
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（６） 周産期死亡

周産期死亡とは、妊娠満 22 週以後の後期死産と出生後 1 週未満の早期新生児死亡をあわせたも

のをいい、母体の健康状況などに影響されることが多く、母子保健水準の重要な指標とされている。                             

（平成 31 年・令和元年）

区分

周産期死亡率 奈 良 市

全 国

（出産千対）

奈良県

（出産千対）

奈良市

（出産千対）

妊娠満 22 週

以後の死産数

（後期死産数）

出生後 1 週

未満の死亡数

（早期新生児死亡）

周産期

死亡数

総数 3.4 3.4 3.2 6 1 7
男 … … … 3 － 3
女 … … … 3 1 4

不詳 … … … － － －

＊周産期死亡率は、周産期死亡数を出産数（妊娠満 22 週以後の死産数に出生数を加えたもの）で除している。

（７） 死産

① 自然・人工、母の年齢階級別                 （平成 31 年・令和元年）

区分 総数
15 歳
未満

15～
19 歳

20～
24 歳

25～
29 歳

30～
34 歳

35～
39 歳

40～
44 歳

45～
49 歳

50 歳
以上

総数 48 － 3 6 12 12 13 1 － 1
自然 23 － － 2 6 7 6 1 － 1
人工 25 － 3 4 6 5 7 － － －

② 自然・人工、妊娠期間別                   （平成 31 年・令和元年）

区分 総数
12～
15 週

16～
19 週

20～
23 週

24～
27 週

28～
31 週

32～
35 週

36～
39 週

40 週
以上

総数 48 15 17 11 2 1 － 1 1

自然 23 7 7 4 2 1 － 1 1
人工 25 8 10 7 － － － － －

（８） 婚姻

① 婚姻件数 夫の初婚・再婚 妻の初婚・再婚別        （平成 31 年・令和元年）

総数
夫の初婚 夫の再婚

妻初婚 妻再婚 妻初婚 妻再婚

1,372 1,016 91 134 131

② 平均初婚年齢                        （平成 31 年・令和元年）

奈良市 奈良県 全 国

夫 妻 夫 妻 夫 妻

33.9 31.9 31.4 29.7 31.2 29.6
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(９) 離婚

離婚数 夫婦の親権の子の数                (平成 31 年・令和元年)

総数 0 人 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人以上

計 515 239 147 98 27 4 －
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２ その他の統計

（１） 平成 31 年・令和元年度に実施した統計調査

調査名 実施時期 目的 対象及び実施数

人 口 動 態 調 査 毎月

人口動態事象（出生、死亡、死産、婚

姻、離婚）を把握し、人口及び厚生労働

行政施策の基礎資料を得る。

出生、死亡、死産、婚姻、

離婚について市に届け出

られたもの

医 療 施 設 調 査 動態調査：毎月

病院及び診療所の分布と整備の実態

を明らかにするとともに、医療施設の診

療機能を把握し、医療行政の基礎資料を

得る。

動態調査：医療法上の届出

等があった医療施設

病 院 報 告

患者票：毎月

従事者票：

10 月 1 日（毎

年）

病院、療養病床を有する診療所におけ

る患者の利用状況及び病院従事者の状

況を把握し、医療行政の基礎資料を得

る。

23 病院

国 民 生 活

基 礎 調 査
6 月 1 日（毎年）

保健、医療等国民生活の基礎的事項を

把握し、厚生労働行政の企画に必要な基

礎資料を得る。

27 地区

1,390 世帯

衛 生 行 政

報 告 例
5 月末（毎年）

中核市における衛生行政の実態を数

量的に把握し、行政運営のための基礎資

料を得る。

衛生検査、墓地、食品、環

境衛生等に関する事項

地域保健・健康

増 進 事 業 報 告
6 月末（毎年）

地域の特性に応じた保健施策の展開

等を把握することにより、地域保健施策

の効果的な推進のための基礎資料を得

る。

母子保健、健康増進、精神

保健、難病、環境衛生、試

験検査等に関する事項

保 健 師 活 動

領 域 調 査

領域調査：

5 月 1 日（毎年）

活動調査：

6 月 1～30 日

10 月 1～31 日

（3 年毎）

都道府県及び市区町村に所属する保

健師の活動領域を把握すると共に、地域

の保健福祉活動に従事する全ての保健

師の業務内容、業務量の現状を把握し、

保健師の確保、保健師活動に関する実態

の把握並びに企画調整の参考資料とす

る。

都道府県、市区町村に所属

する全ての常勤保健師と

地域保健福祉事業に従事

する非常勤保健師

（２） 医師・歯科医師・薬剤師調査

① 就業者数                         （平成 30 年 12 月 31 日現在）

医師 歯科医師 薬剤師 保健師 助産師 看護師 准看護師 歯科衛生士 歯科技工士

956 272 810 125 109 3,779 575 435 69
＊医師、歯科医師、薬剤師の数値は医師・歯科医師・薬剤師調査（昭和 57 年から隔年調査）第 27・40・53 表の

数値（総数－無職の者－不詳）による。そのほかの数値は奈良県の特定医療従事者届の届出数による。
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② 医師・歯科医師・薬剤師数（人口１０万対）        （平成 30 年 12 月 31 日現在）

医師 歯科医師 薬剤師

奈良市 278.7 77.8 241.3
奈良県 267.5 68 211.4
全 国 258.8 83 246.2

＊医師・歯科医師・薬剤師調査（昭和 57 年から隔年調査）第 28・41・54 表の総数の数値による。

（３） 母体保護統計

① 不妊手術                         （平成 31 年度・令和元年度）

区分
総数

20 歳

未満

20～
24 歳

25～
29 歳

30～
34 歳

35～
39 歳

40～
44 歳

45~
49 歳

50 歳

以上
不詳

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

総数 － 21 － － － 1 － 1 － 8 － 8 － 3 － － － － － －

母体の

生命危機
－ 7 － － － － － 1 － 2 － 2 － 2 － － － － － －

母体の

健康低下
－ 14 － － － 1 － － － 6 － 6 － 1 － － － － － －

② 人工妊娠中絶                       （平成 31 年度・令和元年度）

区分 総数
20 歳

未満

20～
24 歳

25～
29 歳

30～
34 歳

35～
39 歳

40～
44 歳

45 歳

以上
不詳

総数 210 17 58 38 39 39 16 3 －

満 7 週以前 83 5 23 13 16 17 9 － －

8～11 週 117 10 34 24 21 19 7 2 －

12～15 週 5 2 1 － 1 1 － － －

16～19 週 2 － － － 1 1 － － －

20・21 週 3 － － 1 － 1 － 1 －

不詳 － － － － － － － － －


